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企業局事業見直しに関する取組について（平成３０～令和４年度） 
 企業局事業見直し実行計画（平成３０年３月策定〔令和２年１１月中間見直し〕）の令和 

４年度及び計画期間全体の主な取組の実績は、以下のとおりである。 
 

事業名 工業用水道事業 

 

 【 目 標 １ 】 

 経営基盤の安定 

◇令和４年度の主な取組み 

実施項目等 

（実行計画より転載） 
令和４年度の実績等 

左記に対する 

分析、評価等 

１ 健全経営の維持 

 

 

 

 

 

 

○ 年度目標を定め、企業局事業見直し実行計

画の目標の達成と、同計画終了後の企業局の

組織・経営目標を検討した。 

 

○ 令和４年度後半から「進捗管理表」による

業務マネジメントを開始するとともに、人事

評価における組織目標と個人の業績評価の

目標を連動させて評価できるよう試行導入

した。 

 

○ 総務省事業を活用した東洋大学の石井先

生による『経営人材育成セミナー』（全６回）、 

 関西学院大学の菊池先生による『経営・財務

マネジメントセミナー』（全２回）により、セ

ミナー講師とのゼミ形式による経営課題を

深掘りする討論等や企業局企画財務担当主

任主査による財務分析研修会(計８回)を開

催し、経営人材の育成に努めた。 

  

 

 

 

  

  
経営人材育成セミナー等の様子 

 

○ 国土交通省主催のサウンディング（コンサ

ルタント業者等とのオンラインミーティン

グ）に参加し、効率的な事業運営のための情

報収集を行い、民間活用や効果的な管路点検

方法等、今後の本局経営課題の解決に向けた

改善策への対応について検討した。 

 

 

概ね計画どおり実施 

（別紙２） 
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○ 写真やグラフを多用し、視覚的に企業局事

業を理解してもらえる広報物となるよう、事

業概要や令和３年度の決算状況等を作成し、

ホームページに掲載して情報公開に努めた。 

２  原子力災害によ

り被った損害の賠償

金の確保 

 

 

 

 

 

○ モニタリング費用・浄水発生土処分費関係

（令和３年度分）の請求を適時適切に行っ

た。 

 

【請求金額の内訳】 

 ①モニタリング費用関係    238 千円 

 ②浄水発生土処分費用関係 25,423 千円 

 （全額受領見込） 

 

計画どおり実施 

◇計画期間中（平成３０年度～令和４年）の主な取組実績 
 

概ね計画どおり実施 

１ 健全経営の維持 

 ○ 令和３年度から適用される料金改定を行い、経営基盤の安定を図った。 

○ 令和３年１１月に今後１０年間の各工水の経営を見通した『福島県企業局経営戦略(工業用

水道事業）』を策定した。 

 ○ 放射性物質のモニタリング情報や経営状況等について、ホームページによる情報公開 

を実施した。 

 

２ 原子力災害により被った損害の賠償金の確保 

 ○ モニタリング・浄水発生土処分費関係の請求を適時適切に行った。 

【令和４年度までの請求金額等】 

   ・請求額 433,728 千円 

   ・受領額 352,666 千円 

 【令和４年度までの請求金額等の内訳】 

   ・逸失利益関係     278,981 千円 

   ・モニタリング関係    3,653 千円 

   ・浄水発生土処分費関係 151,094 千円 

       計       433,728 千円 

 

○ 平成２９年８月以降の逸失利益を原子力損害賠償紛争解決センター（ADR）に和解中立

を申し立て、「和解仲介打ち切り」とされたが、最後まで求償に努めた。 

  

 

◇今後の取組方針 

○『福島県企業局経営戦略（工業用水道事業）』による経営の舵取り・意思決定が適切なもの

か管理していくため、令和５年度からは KPI の設定を含めた目標設定と BSC（バランスス

コアカード※）分析による評価を含めた経営戦略の年次点検や予算編成・執行管理のプロ

セス管理に従来にも増してしっかりと取り組んでいく。 

〇 経営戦略の着実な展開を図るためのバランススコアカード※によるチェック機能を導入

できるよう準備を進める。 

○ 昨今の企業経営でも非財務情報の開示を求める動きが強まってきていることから、ステ

ークホルダーに対して財務情報に加え、経営をより深く理解していただけるような非財務

情報の公開にも努めていく。 
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〇 ベテラン職員から若手職員へ技術の継承を通して、人材の育成を図り、工業用水道の適

正な管理運営に努める。 

〇 原発事故に伴う損害賠償について適時適切に請求するとともに、早期の支払を求める。 

 

※ バランススコアカード（ＢＳＣ）とは、企業業績を財務業績だけでなく、多面的に定義

し、それらをバランスよくマネジメントしようとする経営管理手法。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月議会で決算認定後、速やかに年次点検結果を公表しています。 
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 【 目 標 ２ 】 

 施設の適切な維持管理と改築・更新 

◇令和４年度の主な取組み 

実施項目等 

（実行計画より転載） 
令和４年度の実績等 

左記に対する 

分析、評価等 

１  工業用水道施設

の適切な改築・更新

の実施 

 

 

 

 

 

○ 今後 30 年間の投資計画をまとめた「中長期

計画」に財政計画等を踏まえた『アセットマネ

ジメント計画』の検討作業に取り組むととも

に、計画に基づき施設の耐震化、複線化等を踏

まえて、改築・更新に取り組んだ。 

 

【参考】 

進捗率： 

 耐震化（接合井）100%（６箇所/６箇所） 

 複線化（横山接合井～泉浄水場） 96.3%

（845m/877m） 

 

 

計画どおり実施 

 

２ 施設の適切な維

持管理と専門性を

持った人材の確保 

○ ベテラン職員から円滑に技術が継承される

よう、「動画マニュアル」を整備し、人材育成に

努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 安定供給を果たすためには現場の力が重要

であるため、ベテラン職員を講師に東日本大震

災の風化防止に関する研修会を開催したほか、

緊急時対応訓練等を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
東日本大震災の風化防止に関する研修会の様子 

計画どおり実施 
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○ 職員が開発した企業局アプリに緊急時に活

用する情報を収納し、有事対応に活用できるよ

う備えた。今後は、「動画マニュアル」をスマホ

で確認できるようにし、即応性に必要な情報の

更なる拡充に努めていく。 

 

 
 

 

３ 緊急時の対応 ○ 東北地域の各工業用水道事業者との相互応

援協定に基づく訓練を実施した。 

○ 大規模停電発生時における対応策について

とりまとめた。 

 

計画どおり実施 

◇計画期間中（平成３０年度～令和４年度）の主な取組実績 
 

計画どおり実施 

 

◆工業用水道施設の適切な改築・更新の実施 

○ 工業用水道施設整備については、施設の更新等に係る中長期計画を踏まえ、計画的に実

施した。 

  

◆緊急時の対応 

○ 大規模災害発生時における福島県工業用水道事業業務継続計画（BCP)を策定した。 

○ 令和元年東日本台風の教訓を踏まえ、鮫川水系治水協定（R2.5.26)、真野川水系治水協

定（R2.8.31)を締結し、事前放流のルールを整理した。 

 

 

 

◇今後の取組方針 

○ 改築・更新に当たっては中長期計画を踏まえ、アセットマネジメントの取組みにより管

路等の長寿命化を図ることで改良工事費の削減に努めながら、工業用水道安定供給を維持す

るため、設備の耐震化や管路の複線化等にも対応していく。 

 

○ 企業局は、先行して多額のインフラ投資を伴い、数十年かけて工業水道料金で回収してい 

く経営モデルのため、建設改良工事が経営状況を左右することになる。 
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 こうした建設改良工事を設備投資と財源確保の観点から管理していくのが「アセットマネ

ジメント」となるが、専門性が高く、難易度の高い業務であることから、令和４年度は、総務

省事業を活用した大学教員を招聘した『経営人材育成セミナー等』による外部知見を活用し、

経営理論と実学的なアプローチから企業局経営にふさわしい最適解を見いだせるよう努め

た。 
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 【 目 標 ３ 】 

 相馬工業用水道の需要開拓の推進 

◇令和４年度の主な取組み 

実施項目等 

（実行計画より転載） 
令和４年度の実績等 

左記に対する 

分析、評価等 

１  新たな需要開拓

の推進 

 

 

○ 相馬工業用水道については、複数の給水相 

談があり年度内給水契約に向け具体的協議 

を進めた。 

 

【契約の状況】 

 ・累計契約率：80.7% 

（28,000 ㎥/日／34,700 ㎥/日） 

継続的な取組が必

要 

◇計画期間中（平成３０年度～令和４年度）の主な取組実績 
 

継続的な取組が必要 
 
○ 相馬工業用水道については、未売水を縮減するために関係機関と連携強化し情報の把握

に努めるともに、複数の給水相談に対し早期契約実現に向け協議を進めた。 

 
 

【相馬工業用水道の給水契約率】 

 H30 年度 R 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 

目標 80.4% 80.4% 90% 95% 100% 

実績 80.4% 80.4% 79.0% 80.7% 80.7% 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

相馬工業用水道における給水能力に対する給水量の割合〔推移〕

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

電気（発電） 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,600 22,100 22,700 22,700 22,700 22,700

化学 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,700 2,700

輸送用機械 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

石炭 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600

資源・廃棄物 600 600 600 2,500 700 700 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 700 1,300

電気機械製造 5,100 5,100 5,100 3,850 3,850 3,850 0 0 0 0 0 0 0

給水量（計） 23,000 23,000 23,000 23,650 21,850 21,850 18,600 19,200 27,300 27,900 27,900 27,400 28,000
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◇今後の取組方針 

○ 県内の工業団地で十分な給水能力があるのは、相馬工業用水道による相馬中核工業団地 

に限られることから、立地条件の優位性を有する。 

 

○ 東日本大震災後、LNG やバイオマス発電事業者が進出することで、給水量が増加したこ 

とから、GX（グリーントランスフォーメーション）や福島イノベーション・コースト構想の

対象地域である優位性をいかした企業誘致や産業集積の在り方から商工労働部等と連携し、

工業用水利用企業の誘致に努める。 

 

 

 

 

 

 【 目 標 ４ 】 

 好間工業用水道のいわき市への譲渡 

◇令和４年度の主な取組み 

実施項目等 

（実行計画より転載） 
令和４年度の実績等 

左記に対する 

分析、評価等 

１  いわき市への譲

渡 

 

 

 

○ 令和元年東日本台風で浸水した赤井取水場

の浸水対策等を終え、令和４年 10 月 1 日付け

でいわき市への無償譲渡手続きを終了させた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

計画どおり実施 
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◇計画期間中（平成３０年度～令和４年度）の主な取組実績 

計画どおり実施 

○ 工業用水道ユーザーの開拓とともに、市と丁寧に協議を重ね、企業債全額の繰上償還を

実施し、令和元年東日本台風で浸水した赤井取水場の浸水対策等を終え、令和４年 10 月

1 日付けでいわき市への無償譲渡手続きが完了した。 

 

 

◇今後の取組方針 

○ 譲渡先であるいわき市へ、これまでの運営経験や知識を円滑に引き継ぐ。 
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事業名 地域開発事業 

 

 【 目 標 １ 】 

 復興に向けた工業団地の早期分譲 

◇令和４年度の主な取組み 

実施項目等 

（実行計画より転載） 
令和４年度の実績等 

左記に対する 

分析、評価等 

１  いわき四倉中核

工業団地第２期区

域の分譲推進 

 

 

○ 未分譲地を移管した商工労働部に対して、

これまでの企業局における工業団地造成と分

譲に係る知見を商工労働部と共有し、土木技

術面での助言を行った。 

 

継続的な取組が必要 

◇計画期間中（平成３０年度～令和４年度）の主な取組実績 

継続的な取組が必要 

 

○ 東日本大震災からの復興に向け、『復興・再生に向けた工業団地の基本方針』（H24 企業
立地課）への政策協力、福島特措法に基づく中小機構からの土地の無償譲渡を受け、工業団
地を造成した。 

また、企業局は販売ノウハウを有するため、販売業務を県から委託されたことから、県が
産業振興における重点分野とする、再生可能エネルギー（風力発電）や航空宇宙関連産業の
企業誘致を実現することで、福島イノベーション・コースト構想の実現に協力してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
いわき四倉中核工業団地 

 

◇今後の取組方針 

○ 引き続き、未分譲地を移管した商工労働部に対して土木技術面での助言を行う。 
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 【 目 標 ２ 】 

 未分譲地（田村西部工業団地、白河複合型拠点（新白河ビジネスパーク、工業の森・新白河

A 工区））の早期分譲 

◇令和４年度の主な取組み 

実施項目等 

（実行計画より転載） 
令和４年度の実績等 

左記に対する 

分析、評価等 

１  造成済未分譲地

の早期分譲及び未

造成地の企業誘致

の推進  

○ 未分譲地を移管した商工労働部に対して、

これまでの企業局における工業団地造成と分

譲に係る知見を商工労働部と共有し、土木技

術面での助言を行った。 

継続的な取組が必

要 

◇計画期間中（平成３０年度～令和４年度）の主な取組実績 
  

継続的な取組が必要 

 

○ 田村西部工業団地は、福島空港の候補地だったが、須賀川東地区に決定されたことから

当該地域の振興を図るため、地元の要望により開発を進めてきた。 

これまで自動車関連産業のメガサプライヤーの誘致を実現する等、工業統計出荷額で年間

数百億円となるまで地域振興に貢献してきた。 

残り１区画も企業局で進出予定企業と立地協定を締結済みの未分譲地を商工労働部に移管

した。 

 

         

 

 

 

 

 
田村西部工業団地 

 

○ 新白河 A 工区については、国土交通省が進める阿武隈川緊急治水対策プロジェクトと連

携し、河川掘削土を受け入れ、造成費用を縮減できたことから立地企業も決定し、企業・地

元・県・国の４者の連携が図られるなど、国でも好事例として公表しているところ。 

 
新白河Ａ工区 

 

◇今後の取組方針 

○ 引き続き、未分譲地を移管した商工労働部からの依頼に応じて土木技術面での助言を行

う。 
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 【 目 標 ３ 】 

 企業債償還財源の確保 

◇令和４年度の主な取組み 

実施項目等 

（実行計画より転載） 
令和４年度の実績等 

左記に対する 

分析、評価等 

１ 企業債償還財源

の確保策の検討及

び実施 

 

 

 

 

 

 

 

○ 一般会計からの繰入金を財源として、早期

の繰り上げ償還を実施し、利子負担の軽減を

図った。 

 

○ 令和５年度における一般会計からの繰入に

ついて、関係部局と協議し、継続して当初予算

に計上した。 

 

 

 

 

 

概ね計画どおり実施 

◇計画期間中（平成３０年度～令和４年度）の主な取組実績 

 概ね計画どおり実施 

 

○ 平成 30 年 3 月 28 日に企業局事業見直し部会を開催し、地域開発事業を令和２年度末で廃

止すること、一般会計からの繰入により企業債の償還財源を確保することなどの方針をまと

めた『企業局見直し実行計画』（現計画）が承認された。 

財源の見通しについては、平成 30 年２月議会の商労文教委員会で資料を配付し、丁寧に説

明を行うとともに、関係部局と協議の上、平成３０年度から令和６年度まで、毎年 13 億円程

度、約 93 億円程度を繰り入れることとした。 

以上のように部会での決定を踏まえて本計画どおりに進めてきたところであり、更に企業

債償還時期を年度当初の４月に前倒して実施することで、利子負担の軽減を図ってきた。 

  

【これまでの利子負担軽減額の実績】 

    H30 年度：約 7,932 万円 

R1 年度：約 3,660 万円 

R2 年度：約 3,645 万円    

      R3 年度：約 2,097 万円 

     R4 年度：約 2,172 万円 

合計 約１億 9,506 万円 

 

 

◇今後の取組方針 

○ 引き続き、繰上償還による利子負担の軽減など繰入額の圧縮に努めながら、令和６年度ま

で企業債の償還を進める。 

○ 企業債の繰上償還の時期を年度当初の 4 月に実施することで、引き続き利子負担の軽減を

図る。 
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 【 目 標 ４ 】 

 地域開発事業の廃止に向けた検討 

◇令和４年度の主な取組み 

実施項目等 

（実行計画より転載） 
令和４年度の実績等 

左記に対する 

分析、評価等 

１ 地域開発事業の

廃止に向けた検討 

 

 

○ 令和 6 年度の地域開発事業の廃止に向け

て、決算処理、企業債償還等を行った。 

 

計画どおり実施 

◇計画期間中（平成３０年度～令和４年度）の主な取組実績 

 計画どおり実施 

 

○ 令和２年 11 月 30 日に企業局事業見直し部会で、令和２年度末で県営工業団地を造成する

地域開発事業を廃止し、未分譲地の分譲業務を商工労働部に移管することが決定された。 

 

○ 令和 6 年度の地域開発事業の廃止に向けて、決算処理、企業債償還等を行った。 

 

 

 

◇今後の取組方針 

○ 地域開発事業の廃止に伴い、未分譲地の販売業務は商工労働部に移管されたが、引き続き、

地域開発事業の清算、決算処理、企業債償還等については、令和６年度まで取り組む。 

 

○ 令和 7 年度における令和 6 年度の決算認定と決算認定後の総務省への報告（地方公営企業

適用状況異動報告書の提出）まで進捗を管理し、着実に手続きを進めていく。 

 

 

 


